
事 務 連 絡 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ３ 日 
  四町内地区 町民 各位 

豊富町役場 保健推進課 介護保険係 

町内（買い物）巡回バスの停留所の追加について 

平素より、当町の福祉行政に対しご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて豊富町では、市街地の買い物弱者及び交通弱者対策として「町内（買い物）巡回バス」を

毎週火曜日、木曜日に運行しております。 

この度、新たに「４町内団地公園」に停留所を追加しましたので、お知らせいたします。 

「町内（買い物）巡回バス」の利用には、事前に利用者登録が必要となります。ご利用の受付

につきましては随時おこなっておりますので、ご希望の方は下記に基づき申請をお願いいたしま

す。 
 

記 

1、申請受付時間 平日８時 30 分～17時 15 分まで（土日祝日は受付をしていません） 

2、申請場所  豊富町役場 保健推進課 介護保険係窓口 

3、利用対象者  裏面の「利用対象者」に記載している買物弱者・交通弱者に該当する方 

※一人で乗降出来ない方はご利用できません。 

4、利用にあたり 裏面の「利用にあたっての注意事項」の遵守が前提となります。 

5、運行経路・停留所   

【行き】：①10 時 01 分発 

１．旧山内商店前➡２．担い手会館前➡３．セミナーハウス前➡４．５町内笠松宅前➡ 

５．駅西団地近く消火栓付近➡６．はまなす団地Ｅ棟裏➡７．４町内団地公園➡ 

８．旧Ａコープ前➡９．国保診療所前➡10．ふらっと☆きた前➡11．伊藤スーパー裏➡ 

12．DCM ニコット店駐車場 

【帰り】：②10 時 55 分発 

１．DCM ニコット店駐車場➡２．伊藤スーパー裏➡３．ふらっと☆きた前➡４．国保診療所前➡ 

５．旧Ａコープ前➡６．４町内団地公園➡７．はまなす団地Ｅ棟裏➡ 

８．駅西団地近く消火栓付近➡９．５町内笠松宅前➡10．セミナーハウス前➡ 

11．担い手会館前➡12．旧山内商店前 
 

6、運行日 毎週火曜日・木曜日 
運行日が祝日、年末年始などと重なる場合は、運休となります。 

7、年末年始のバス運休期間 令和７年 12 月 26 日（金）～令和８年１月５日（月） 
 

 

 

(裏面に続く) 

  

問い合わせ先 

担  当：保健推進課介護保険係 

電話番号：０１６２－７３－１３４１ 



利用対象者 
区分コード  内 容 

Ａ 

障がい者・高齢者等の買物・交通弱者（継続利用見込み者） 

障がい者➡身体障害者手帳・療育手帳保持者及びこれらに準ずると認められ

る者を言う。 
高齢者等➡年齢 60歳以上の者を言う。（外出支援事業に準じる）これらに該

当し、Ｃの要件を満たすもの 

Ｂ 

妊婦・子育て中の買物・交通弱者（一時的利用見込み者） 

妊婦➡妊娠中の者を言う。 
子育て中➡乳幼児（小学校入学前の子）を養育中の者を言う。 
これらに該当し、Ｃの要件を満たすもの 

Ｃ 

その他の買物・交通弱者 

買物弱者➡近く（概ね 50ｍ）に商店がない地域に居住する者を言う。 
交通弱者➡路線バスの運行範囲以外に居住する者、経済的理由等によりハイヤー

の利用が困難と認められている者、運転免許証を所持しない者、運転免許証を所

持していても高齢・疾病等の理由で運転を自粛している者、転倒予防等の観点か

らバスの利用を推奨した方が良いと思われる者を言う。 

Ｄ 

その他町長が特に必要と認めたもの 
閉じこもりを解消するために、利用を承認すべきと認められる者当町での生活を

維持継続する観点から、利用を承認すべきと認められる者その他（別途協議を要

する者） 

上記の状態は常時その状態である必要はなく、バスを利用する時にその状態が確認できれば承認

するものとする。 

 

利用にあたっての注意事項 
1. 乗車・降車の際は、運転手の指示に従うとともに、交通ルールを厳守し、安全確保にご協力ください。 
2. 乗車中は、シートベルトを着用し、運転手の指示に従うとともに、他の乗客の迷惑となるような行動

や言動はお控えください。 
3. 自然条件・交通状況及び利用状況等により、利用に制限がかかることがあることを、あらかじめご了承

ください。 

4. 緊急時は、運転手および関係者の指示に必ず従ってください。 
5. 巡回バス乗降場所の利用に際しては、他の利用者の迷惑にならないようご配慮ください。 
6. 巡回バス乗降場所以外の乗車・降車はできません。 

7. 地域の交通手段として、利用者が相互に協力しあい、その維持・発展にご協力をお願いします。 
8. 雪害等での運転中止の場合は、役場または町内会より、個別の利用者へ電話でご連絡いたします。 

9. 巡回バスについては、事前登録し、乗車券をお持ちの方以外は、ご乗車いただけません。 

10.巡回バスの運行は、毎週火・木曜日ですが、祝日には運行しないことをご了承ください。 

11.令和 7年の年末・令和 8年の年始については、12 月 26 日（金）から 1 月 5 日（月）まで運休となり

ます。 


